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市政の動き

　
５
月
21
日
、国
民
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
裁
判
員
が
刑
事

裁
判
に
参
加
し
、裁
判
官
と
共
に
審
理
を
す
る「
裁
判
員
制

度
」が
始
ま
り
ま
し
た
。初
め
て
の
制
度
で
あ
り
、不
安
や
負

担
を
感
じ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
こ
で
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
制
度
内
容
と
裁
判
員
と
し
て
参
加
す
る
際

の
市
の
支
援
事
業
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

7/14●火
下水道事業審議会
7/15●水
市川第2地区
合同パトロール
7/18●土
江戸川・水フェスタ
in いちかわ
☎332-8740同実行委員会

選挙権のある方のなかから、くじで裁判員候補
者を選び、各地方裁判所ごとに名簿を作成
「裁判員候補者名簿」に
掲載された市川市民は………1,709人
 ※人数は毎年変わります。

1

●❹で辞退が認められなかった候補者は、裁判所へ
出向き、裁判長からの質問（被告人との個人的関
係の有無、辞退希望の有無・理由など）に応答

5

候補者へ、名簿への記載通知と調査票を送付2

事件ごとに、くじで●❶の名簿のなかから
50～100人の候補者を選出3

選任手続期日のお知らせ（呼出状）と
質問票を送付4

●❺までで残った候補者のなかから、事件ごとに6人
の裁判員を選出し、選任手続きをして審理を開始6

返送した調査票により、明らかに裁判員にな
ることができない方や、1年を通じて辞退事
由が認められる方は、裁判所に呼ばれること
はありません。

A

B

C この段階で、裁判員になれない理由のある方
や辞退が認められた方は候補者から除外さ
れます。また、検察官や弁護人の請求により、
候補者から除外される場合もあります。

返送した質問票により、辞退が認められる場
合には呼出しが取り消され、裁判所へ行く必
要はありません。

▶千葉地方裁判所の
法廷。裁判員は、3人の
裁判官を囲み、左右3人
ずつ、6人が着席します。

裁判員選任から
審理開始までの流れ

「裁判員制度
市民講座」を開催

　
　裁判員選任の仕組みや制度内容を、分か
りやすく解説します。また、模擬評議を体験す
ることもできますので、ぜひご参加ください。　

内　容
●裁判員制度の概要説明とビデオ上映
●評議のポイント解説
●千葉地方裁判所裁判官と来場者による
模擬評議

●質疑応答
　日時　８月９日（日）午前１０時～午後０時３０分
　場所　市民会館大ホール
　定員　先着900人
　問い合わせ　☎704-0280
 法務部市民法務担当

※駐車場なし。
◉千葉地方裁判所法廷見学会や公民館など
での出前教室も予定していますので、詳しい日程
が決まり次第、広報いちかわでお知らせします。

　
審
理
日
数
は
お
お
む
ね
３
日

以
内
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

た
と
え
短
時
間
で
も
、育
児
や

介
護
で
家
を
あ
け
ら
れ
な
い
と

い
う
声
も
聞
か
れ
ま
す
。市
で

は
、こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
て
も

裁
判
員
制
度
に
参
加
し
た
い
方

保
育
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
で

裁
判
員
候
補
者
と
裁
判
員
を
支
援

の
た
め
に
、保
育
や
介
護
に
関

す
る
相
談
に
応
じ
た
り
、そ
の

利
用
費
を
無
料
に
し
た
り
し

て
、支
援
し
て
い
き
ま
す
。な
お
、

利
用
す
る
に
は
事
前
申
請
が
必

要
で
す
の
で
、詳
し
く
は
各
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

前
年
12
月
ご
ろ
ま
で

原
則
、裁
判
の
6
週
間
前
ま
で

裁
判
員
選
任
手
続
き（
非
公
開
）の
当
日

（平田保育園、北方保育園、大洲
保育園、行徳保育園、新田第２
保育園、香取保育園で実施）

生後6カ月以上～未就学児 保育課

小学校1～3年生 青少年育成課

（短期入所、通所介護サービスなど）
要介護認定者、要支援認定者 介護保険課

障害児・者で、市から支給決定
を受けている方

障害者支援課

●身体障害者手帳（1～3級）
●療育手帳所持者
●精神保健手帳または医師の
診断書がある方

（障害のある方の一時的な介護支援）
サービス提供事業者に会員登
録をしている方
18歳以上の知的障害者 障害者施設課


